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研究成果の概要（和文）：先行研究などの検討から、教育の中立性は多義的な概念であり、教育の中立性は必要
であるといっても、その内実は異なる可能性があることに注意する必要があること、1950年代以降、地方教育行
政や学校教育は政治的なテーマに触れることを極力避け、特に学校の「非政治化」にもっぱら努めてきたことを
歴史的な分析から明らかにした。安定性・継続性については研究代表者が実施した市区町村長への質問紙調査で
は首長の影響力が強くなっているとの回答が半数以上を占めており、新教育委員会制度の下では教育行政の安定
性・継続性が低下していることを含意している。

研究成果の概要（英文）：The historical analysis shows that the neutrality of education is a 
polysemic concept, and its internal reality may be different. SInce1950's, local education and 
schools have avoided touching on political topics and have tried to "depoliticize" schools in 
particular.
With regard to stability and continuity, in the questionnaire survey of the mayors of 
municipalities, the influence of the chiefs has become stronger. This result implies that the 
stability and continuity of the education administration has decreased under the new school board 
system.

研究分野： 教育行政学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
教育行政の政治的中立性については、その内実が多義的であることを学術的に明らかにし、論者によって異なる
意味で使われることがあること、また、政治的中立性は1950年代頃から重視されるようになってきたが、それは
保守陣営だけでなく、革新陣営の側もそうした側面を強調するようになってきたことを解明した。安定性・継続
性の側面に関しては、新教育委員会制度下では自らの影響力が強まっていると考える首長が半数を超えており、
従前の制度に比べて首長の判断や交代の影響を受けやすくなっていることが示唆される。以上の点は、教育行政
の政治的中立性や安定性・継続性のあり方を考える上で留意すべき視点を提示していると考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 2013～14 年にかけて社会的にも注目を集めた教育委員会制度改革では、一時は教委制度の廃
止と首長への教育行政権限の一元化が行われる可能性もあったが、教育行政の政治的中立性・安
定性・継続性が損なわれるとの強い危惧や批判もあり、最終的には首長の権限を強化する一方で、
合議制の教育委員会は最終的な決定権を有する執行機関として辛うじて維持された。 
 現在の任命制教委制度に関しては、従来の教委制度研究では主に法制度的な観点から、制度当
初の理念である教育行政の地方分権、一般行政からの教育行政の独立、民衆統制が損なわれたこ
とが批判的に指摘されてきた。これに対し、1980 年代頃からは教委制度の機能を実証的に分析
する研究も現れてきたが、そこでの知見は、教委制度の理念からみて現実の運用実態が形骸化し
ているとの評価であった。 
 これらの先行研究は研究方法が異なるが、現行の任命制教委制度と戦後教育改革の理念との
距離を測り、任命制教委の現状を批判的に捉える視点は共通している。一方で、いずれの研究も
教委制度の存在を前提としてその改善を図ろうとする問題関心が強く、教委制度それ自体の意
義を厳しく問う今次改革に対して有効な示唆や含意を提示することは難しかったように思われ
る。 
 これに対し、本申請の研究代表者（村上）は、これまでも教委制度の意義・機能について研究
を行っており、現行の教委制度が教育行政の強い縦割り性や集権性を生み出しているとの通説
的見解に対して、実証的分析からはそのような実態は必ずしも見受けられないことを指摘した。
この研究は、現行の教委制度がもたらす逆機能への批判に対して、経験的分析から反証を行った
研究として位置づけられる。 
 以上をまとめると、先行研究では、戦後改革や公選制教委との比較の視座での批判的検討や、
逆機能や機能不全といった批判に対する実証的な検証と反論がなされてきた。他方で、応募者ら
も含めて、現行制度の目的・意義とされてきた教育行政の政治的中立性・安定性・継続性が教委
制度によってどの程度確保されてきたのかを実証的に明らかにした研究は、これまでほとんど
行われていない。 
 一方、今次の制度改革の議論では、教育行政の責任の明確化と同時に、政治的中立性・安定性・
継続性の確保も重要であるとされ、それを確保するしくみとして教委制度が維持された。しかし、
これまで全く指摘されていないが、教委制度の存在が政治的中立性・安定性・継続性をどの程度
担保しているのかに関しては、実はほとんどエビデンスが存在しておらず、今次の制度改革の基
盤となるべき学術的蓄積は極めて危うい状況にあった。今次改革の帰結を見ても、将来的に再び
教委制度改革が課題となる可能性もあり、本研究課題は学術的のみならず政策的にも研究成果
を蓄積しておくべき重要なテーマであるといえる。 
 
 
 
２．研究の目的 
本研究は、1956 年以降続く任命制教育委員会制度の存在が、教育行政の政治的中立性・安定

性・継続性にどのような影響を与えてきたのかを、理論的・実証的に明らかにすることを目的と
する。近年の教委制度改革では、政治的中立性・安定性・継続性の確保が必要との理由から教委
制度が維持されたが、一方で教委制度がどの程度これらを実際に担保してきたのかは実はエビ
デンスがなく、学術的・政策的両面で本研究の課題を検証することが求められている。本研究で
はこの点について貢献を行うことを意図している。 
 
 
 
３．研究の方法 
 政治的中立性については、極めて多義的に用いられる概念であり、教委制度が政治的中立
性にいかに寄与したかを実証的に検証することよりも、むしろ論者の間で政治的中立性の
概念がどのように用いられ、それが制度改革の議論の中でどのような影響をもたらしたの
かを、制度史・学説史の観点から検討することが、むしろ学術的・政策的に有益であると思
われる。 
 安定性・継続性については、本科研費補助金などを用いて研究代表者が研究期間中に実施
する首長や教育長への質問紙調査や過去に実施した自治体への質問紙調査の分析などを基
に、新教育委員会制度下での変化を推論する。また、中央地方関係や歴史的経緯などにも着
目して分析を実施する。 
 
 
４．研究成果 
 研究成果は概ね以下の通りである。 
（1）政治的中立性については、学説的な経緯から以下の点を明らかにした。まず、教育の中立
性は多義的な概念であり、教育の政治からの独立性を指すこともあれば、教員が特定の党派
を支持または反対しないことを指す場合もある。中立性の定義は論者によって異なり、極端
な場合、自らの政治的立場に沿うものが中立で、そうでないものは中立でないとすることす



らありうる。教育の中立性は必要であるといっても、その内実は異なる可能性があることに
注意する必要がある 
 教育の中立性が必要であるとするならば、それは誰がどう守ればよいかが問題となる。 
教育も含め、中立性が求められる分野（選挙管理、警察など）では行政委員会制度が採用されて
おり、一般市民による合議制での決定が行われている。これは政治的な中立性を保つことがその
主な目的とされている。個人では価値や思想に偏りがある可能性があり、さらに政治家の場合は
党派性も有することが多い。中立性が必要とされる分野では、特定個人ではない、多様な主体か
らなる合議体が意思決定を行うことが望ましいと考えられる。 
 もう一つ重要なのは、教員による専門的な観点からの判断である。本来、中立性は、政治的統
制から一定の距離を置いて専門性を発揮するための条件である。この点は教員に限らず、一般の
公務員にも共通する要素がある。もっとも、専門性イコール中立性というわけではなく、専門性
が政治的なイデオロギーを有することもありうる。その点をどう制御するかも中立性を保つう
えで重要であるが、過度の制御や統制は現場の萎縮や上意下達的な組織体質を招く危険もあり、
むずかしい問題である。 
 中立性を守るうえで考えるべき点は多いが、ここでは２点をあげておきたい。一つは、「消極
的中立性」から「積極的中立性」へのシフトである。従来の学校教育は政治的なテーマに触れる
ことを極力避け、学校の「非政治化」にもっぱら努めてきた。本研究ではこのことを 1950 年代
の歴史的な分析から明らかにした。一方でこうした傾向は、主権者としての市民を育成するとい
う、民主主義社会における学校の重要な任務にとってマイナスの影響をもたらしてきたと思わ
れる。近年は主権者教育に重きを置く傾向が強まっているが、これは従来の中立観とは異なり、
学校で政治的なテーマについて、多様な見解をバランスよく取りあげることが求められる。こう
した時代にどう中立性を守るかという問いは、かつての「消極的中立性」の時代とは異なる前提
に立って考える必要がある。 
 もう一つは、身近な政治を含めた地域との連携が重要かもしれない。学校と地域の連携を考え
る際には、保護者や一般市民だけでなく、市町村の首長や議員などとの連携もありうると筆者は
考える。市町村レベルでの政治的関与はニュースになりにくいだけかもしれないが、冒頭で取り
あげた事例は、いずれも国や都道府県の政治・行政からの関与であった。政治を身近に感じる事
例や教材という意味からも、不偏不党の立場で地域の政治家とかかわることは、むしろ学校の
「積極的中立性」を実現するうえで重要ではないか。 
 逆説的かもしれないが、教育の中立性を守るために、学校や教師が政治をどう避けるかではな
く、むしろどうかかわるかを考える時期にきていることを指摘した。 
 
（2）安定性・継続性については、研究代表者が行なった首長・教育長への質問紙調査からは、
次の点が明らかになった。 
 第１に、首長、教育長の新教委制度に対する評価は概して肯定的であり、制度改革で争点とな
った教委制度廃止については、廃止を支持する見解は首長、教育長とも少数であった。 
 また、教委制度のデメリットとして指摘される点に関しては、多くの首長は否定的な見解、す
なわち弊害を感じていないと答えている。このことからは、安定性・継続性については制度改革
後も引き続き一定程度の必要性を感じている首長、教育長が多いことを示唆している。 
 ただし、自治体の規模によってそうした評価は異なるようである。第２に、首長、教育長とも、
全般的には今次の制度改革については評価する見方が多数を占めているが、自治体の規模によ
って新制度への評価は異なっていることが明らかとなった。概していえば、政令市・中核市では
8割以上の首長が新制度を妥当な制度改革であったと評価する一方、町村ではその割合は 6割程
度にとどまっており、自治体規模が大きいほど改革を評価する首長が多かった。 
 その他の点についても、首長調査によれば大規模自治体の方が概して制度改革による変化を
強く感じているようである。たとえば、教育長が議会同意の特別職になったことでの変化につい
ては、政令市・中核市では「変化なし」の比率が半分以下なのに対して、町村ではその比率が半
数を超える。首長部局と教委との連携についても同様に大規模自治体（市）は小規模自治体（町
村）に比べて変化を感じている割合が高い。総合教育会議についても政令市・中核市は 9割以上
が「意義がある」と回答しているのに対して、町村では「意義がある」との回答は 6～7 割程度
であった。 
 第３に、首長の影響力が強くなっているとの回答が半数以上を占めており、この点は新教育委
員会制度が安定性・継続性の点では低下していることを含意している。一方で、教育委員の影響
力も改革前に比べて若干強くなっており、この点は今後の検討が必要である。 
 また、国との関係で言えば以前からそうであるが、国の影響力を他の行政分野に比べて強いと
感じる傾向が首長・教育長には強いことが今回の調査でも明らかになった。教育委員会制度を採
っていない国レベルでの影響力が強いことは、政治的中立性・安定性・継続性の確保が必要であ
るとするならば、懸念すべき点であると言える。 
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